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村の話 題

８.21 ［木曜日］-  8.25 ［月曜日］

「笑顔と努力の結晶！」
AWA-MUSUME BBS 全国ベスト8！
　8月21日より京都府で開
催された「第10回 全日本中
学女子軟式野球大会」におい
て、佐那河内中学校3年・仲
野 結さんが所属する AWA-
MUSUME BBS（ 県 内 女 子
中学生による選抜チーム）
が、全国ベスト8という快挙
を成し遂げました！
　8月24日に行われた3回戦では、東京第1位の強豪・三鷹クラブWとの対戦で、仲野さんが三塁打と二塁
打を放つ大活躍を見せ、チームの勝利に大きく貢献しました。翌25日の準々決勝では惜しくも敗れました
が、チームとしては8年ぶりのベスト8進出となり、大きな成果を収めました。
　仲野さんは小学1年生から佐那河内少年野球クラブで野球を始め、中学1年生から選抜チームに所属。1
番打者・ファースト、副主将としてチームを牽引しました。今後も野球を続けていくとのことで、さらな
る飛躍が期待されます。
　仲野さん、そしてAWA-MUSUME BBSのみなさん、本当におめでとうございます！これからのご活躍
を心より応援しています。

９.5 ［金曜日］

清流祭
　佐那河内小中学校で、清流祭（文化祭）が行われました。
　今年のテーマは「努力は実る　勝

か き

期の種 ～ Do your 
best! 自分の限界を超えろ! ～」でした。児童生徒一人
一人が主体的に取り組み、日頃の学習の成果や創造力
を発揮できる、充実した一日となりました。
　展示の部では、小学校１年生～中学校３年生までの
作品を展示し、表現の部では、小学校５年生～中学校
３年生、有志の4グループが表現することができました。
保護者のみなさまにも多くご来場いただき、児童生徒
にとっては貴重な経験となりました。
　清流祭を通じて、仲間と協力する大切さや、感謝の気持ちを改めて実感することができました。引き続き、
佐那河内小中学校の教育活動にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。
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９.7 ［日曜日］

佐那河内村消防団ポンプ連結訓練を実施
　消防団では中央運動公園下の山林からの火災を想定した訓
練を実施しました。
　本団、各分団、本部機動隊は午前７時30分のサイレンと
防災行政無線による放送により村消防センター、各分団詰所
から出動し、現場到着順に本部機動隊のポンプ車、全７分団
の可搬ポンプを連結し、約750メートル離れた出火地点に放
水しました。
　火災はどこで発生するかわからないため、消防団全体で連
携を確認しながら、実践さながらの訓練ができました。
　消防団のみなさん、早朝からお疲れさまでした。

８.22 ［金曜日］

関東佐那河内会、総会を開催
　東京近辺在住で本村出身者や村にゆか
りのある人で構成される「関東佐那河内
会」の総会が西新宿で開催されました。
19人の参加者が集い、和やかに楽しいひ
とときを過ごしました。
　この会を代表する東 朋良会長は「高
齢化で会員も減少傾向にあり、本総会を
もって終了の予定でした。しかし継続し
て欲しいとの声が多くあり、今後も開催
していく運びになりました。若い人の参
加をお待ちしています」とお話しされま
した。

９.8 ［月曜日］

行政相談委員 西村 義顯さん　総務大臣表彰受賞
　長年にわたり行政相談委員を務める西村義顯さん（中辺）が、
これまでの活動功績により総務大臣表彰を受賞されました。
西村さんは平成25年４月に総務省から行政相談委員を委嘱され、
毎月第２月曜日に定例相談所を設け、村民からの要望や相談に応
じています。
　また、これまでに約400件の相談を受け付けているほか、村の
イベントなどに積極的に参加して行政相談をPRしてきました。
　表彰式は、令和７年９月３日㈬に京王プラザホテル（東京都新
宿区）において開催され、西村さんを含めて全国で99人が表彰さ
れました。
　表彰おめでとうございます。
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９.8 ［月曜日］

学校給食でのすだちの活用について
　佐那河内小中学校で、地域の特産品であ
る「すだち」を給食で味わう食育の機会が
設けられました。JA徳島市佐那河内支所
のご協力により実現したもので、子どもた
ちにふるさとの農産物に親しみをもっても
らい、地域の大切な産業を未来へとつない
でいくことを目的としています。
　給食の時間に、村ですだち農家を営む森
下さんをはじめ、「すだち部会」のみなさ
まにお越しいただき、すだちが育つ環境や
収穫の工夫、料理での活用方法などについ
てお話しいただきました。子どもたちは熱
心に耳を傾け、普段食べているすだちの背
景にある生産者の思いを知ることができま
した。
　給食では、鮭の塩焼きにすだちを絞って
味わいました。「酸味があってさわやか」「す
だちがあると美味しい」と、子どもたちの
感想や笑顔で教室は和やかな雰囲気に包ま
れました。
　今回の取り組みを通じて、子どもたちは
地域の食材の魅力を再発見し、ふるさとの味を未来へつなげていく意識を育むことができました。学校で
は今後も地域と連携しながら、子どもたちの学びを深める食育活動を進めていきます。

９.8 ［月曜日］

徳島すだちアンバサダー堀
ほ り

未
み お な

央奈さん来村
　徳島すだちア
ンバサダーに就
任した堀未央奈
さんが、県庁で
の就任式のあと
本村を訪れ、す
だちの収穫体験
を行いました。
　堀さんは、平
成25年から令和
3年まで乃木坂46のメンバーとして、令和３年からは俳優・モデルとして多方面で活躍されています。さ
まざまな場面ですだちが好きなことを公言されていたことが縁で、この度アンバサダーに就任することと
なりました。
　収穫体験を終えて、「いつも大好きで食べているすだちが、農家のみなさんが１個１個丁寧にトゲに気を
つけて採ってくださっていることがわかり、ありがたみを感じましたし、より愛着が湧きました」と話し、
すだちの魅力発信に、とても意欲を見せていました。
　徳島すだちアンバサダーの任期は令和８年９月７日までです。
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９.11 ［木曜日］

株式会社エコー建設コンサルタント様から�  
企業版ふるさと納税の寄附をいただきました
　株式会社エコー建設コンサルタント様より、令和
７年８月18日付けで企業版ふるさと納税による寄附
金100万円をいただき、令和7年9月11日に感謝状の
贈呈を行いました。
　齋藤恒範代表取締役社長からは「徳島市からのア
クセスも良く、とても自然が豊かで住むのにいい環
境ですね」とお話しいただきました。
　いただいた寄附金は、本村の未来に向けたむらづ
くりの財源として、大切に活用させていただきます。

９.11 ［木曜日］

笑顔で迎えた 100 歳
　健祥会ハイジにて山﨑道子さん（大正
14年９月11日生まれ）の100歳を祝う会
が開かれました。徳島県知事と佐那河内村
長からの祝い状と記念品が贈られ、ご家族
や健祥会ハイジの職員、入所者のみなさん
も参加し、賑やかなお祝いとなりました。
「好きな食べ物は何ですか」と尋ねられる
と山﨑さんは「年をとってもなんでも食べ
ます。嫌いなものはないなぁ」と満面の笑
顔で答えられ、会場は温かい空気に包まれ
ました。

９.14 ［日曜日］

松茂係長カップ B ブロックで準優勝！
　第６回松茂係長カップが松茂総合体育館で開催され、
佐那河内JVCがBブロックで決勝まで勝ち上がることが
でき準優勝しました。決勝戦で対戦したチームは県大会
の優勝チームということもあり、惜しくも負けてしまい
ましたが、いい経験になりました。グリーンカード（審
判が選手やチームのフェアプレーを賞賛するために提示
するカード）も２人いただくことが出来ました。佐那河
内JVCは最後まで諦めずに仲間とボールを繋いで、選手
も見ているみなさんにも楽しいと思ってもらえるような
チームを目指しています。一歩ずつ、一歩ずつ進化して
いますので、これからも応援よろしくお願いします！
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９.20 ［土曜日］

日清食品カップ徳島県小学生陸上県予選
　日清食品カップ徳島県小学生陸上県予選が行わ
れ、陸上クラブから６年生の男子４人、女子２人
が参加しました。コンバインドBで亘穂華さんが
見事総合２位で表彰台に上がり、山木耀聖さんは
総合５位。初めて出たリレーも、１人１人が思い
を込めて必死に繋いだバトンには感動しました。
みんなそれぞれの種目を精一杯頑張り、力を出し
切りました。

９.24 ［水曜日］

保小中合同避難訓練
　保育所・小学校・中学校合同で、地震および
土砂災害を想定した避難訓練を実施しました。
訓練では、緊急地震の放送が流れると児童・生
徒たちはすぐに机の下に潜り、安全を確保しま
した。その後、揺れが収まったという設定で体
育館へ避難。さらに土砂災害が発生したという
想定で、音楽室へ二次避難を行いました。中学
生は保育園児の手を取り、優しく声をかけながら安全に配慮して避難をサポートしました。小学生は静か
に落ち着いて行動し、スムーズな避難ができました。訓練の最後には、家庭でも災害時の対応について話
し合っておくことの大切さが伝えられました。特に、地震や土砂災害が起こった際にどう行動するかを家
族で共有しておくことが重要です。今回の訓練を通じて、子どもたちは防災意識を高め、いざという時に
落ち着いて行動できる力を養うことができました。

９.20 ［土曜日］

佐那河内英語村
　佐那河内村役場、大川原高原、ヒルトップハウスを舞
台に、「佐那河内英語村」を開催しました。村内外の小学
生（４年生～６年生）19人と、アメリカ、カナダ、イギ
リス、南アフリカ出身のALT（外国語指導助手）６人、
佐那河内小中学校の英語に関わる先生の９人を含めた総
勢34人に参加していただきました。
　参加した子どもたちは、学校で学んでいる英語を使い
ながらALTの先生とコミュケーションを取り、スタンプ
ラリーや牧場見学、風車見学に挑戦しました。昼食には、
さなごうち揚げが入った「佐那の里」のお弁当を食べま
した。また、午後からは、藍の館の方を講師に招き、藍
染め体験にも挑戦しました。
　今回の活動をとおして、普段学校で学んでいる英語を実践の場で活かし、さまざまな国の人とのコミュ
ニケーション能力を養いました。今後の勉強はもちろん、自らの将来へ役立ててくれることを願います。
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９.15 ［月曜日］

家庭教育講座を開催しました
　小中学校の授業参観に先立ち、小学校5年生から
中学校3年生までの児童生徒と保護者を対象に、家
庭教育講座を開催しました。講師には、『こども六
法』の著者であり、いじめ問題の研究や情報発信を
行う一方、ミュージカル俳優としても活動されて
いる山﨑聡一郎さんを迎え、「いじめを認める強さ
を身に着けよう」をテーマにお話しいただきました。
　「いじめは、受けていても周囲には気づかれにくく、加害者自身も自覚していないことがあります。多く
の場合、相手を傷つけようとするのではなく、『自分は被害者のつもり』で行動してしまうことも原因のひ
とつです」と、山﨑さんご自身がいじめの被害者にも加害者にもなったことがある体験を交えて、わかり
やすくお話してくださいました。
　山﨑さんは、「やられたらやり返すのではなく、信頼できる人に相談して正しい方法で助けを求めること
が大切です」と思いを込めて伝えてくださいました。
　参加した児童生徒や保護者も山﨑さんのお話に真剣に耳を傾け、いじめを自分ごととして考えることが
できた貴重な時間となりました。

９.26 ［金曜日］

竹パウダーコンポスト使い方講座を開催
　阿南市のNPO法人竹林再生会議の長池奉成代表理事を講師にお招きし、15人の参加がありました。
　講座では、微生物が生ごみを分解する仕組みについての講義や、竹パウダーコンポストの使い方を目の
前で実践していただきました。
　参加者からは、「できた堆肥をどのように使えばいいか」「竹パウダーはどこで手に入るのか」といった
質問があがり、竹パウダーの成分や、作り方についても解説いただきました。
ご参加のみなさま、誠にありがとうございました。

※‌�竹パウダーを自作される場合は、
山神果樹薬草園のチッパーを無
償で使用できます。竹パウダーを
購入したい場合は、新家としゃく
なげ市で販売しています。

標準営業約款制度「Ｓマーク」をご存知ですか！
　標準営業約款制度は、法律で定められた消費者（利用者）擁護に資するための制度です。
　厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した、「理容店」、「美容店」、「ク
リーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」では、店頭にＳマークを掲げています。
登録店は、安心・安全・衛生を約束する信頼できるお店です。

　詳しくは、（公財）徳島県生活衛生営業指導センター（電話623-7400）までお
問い合わせ下さい。厚生労働大臣認可
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９.28 ［日曜日］

令和７年度 敬老会開催
　本年度75歳以上になられる人や金婚者、ダイヤモンド婚者やプラチナ婚者をお招きし、村をあげて長寿
と健康を祝福しました。
　当日は、168人のご出席をいただきました。余興の部では
出演者のみなさんが本日のために趣向を凝らして用意した歌
や踊り、またゲストでお呼びした「沖洲ふれあい合奏団」　の
合奏に合わせて、昭和歌謡を歌うなど楽しいひとときを過ご
されました。
　健やかに敬老の日を迎えられ、心よりお喜び申し上げます。

代表者一覧

長寿者代表	 森口　千代子さん
米寿者代表	 秋山　知惟さん
傘寿者代表	 松下　秀治さん
敬老年金贈呈	 森本　教一さん
被招待者代表謝辞	 松本　和一さん
金婚者代表	 西村　義顯さん・尋子さん夫妻
ダイヤモンド婚者代表	 加藤　秀數さん・嘉代子さん夫妻
プラチナ婚者代表	 上村　明伸さん・ハナ子さん夫妻

敬老会招待者

75歳以上招待者………… 648人
　うち米寿（88歳）………… 33人
　うち高齢者（80歳）…… 31人
金婚者（結婚数え50年目） 	
………………………………… 13組

ダイヤモンド婚者… ………… 9組
（結婚数え60年目）

プラチナ婚者………………… 1組
（結婚数え70年目）

長寿者代表　森口 千代子さん

ダイヤモンド婚者代表　加藤 秀數さん・嘉代子さん夫妻

被招待者代表謝辞　松本 和一さん

プラチナ婚者代表　上村 明伸さん・ハナ子さん夫妻
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議会だより − 令和７年 第３回（９月）定例会 −

　令和７年第３回定例会は、９月10日開会され、令和６年度各会計決算認定案件７件、令和７年度各会
計補正予算案件４件、条例案件２件、報告案件１件、議員提出議案２件の合わせて16件の審議を行い、
原案どおり認定、可決、修正可決、受理、採択し、９月19日に閉会しました。

現在の取り組み�  
　状況・施政方針

佐那河内村長 岩城　福治

主な議案について

①鳥獣被害対策について
　現在、農作物を鳥獣被害から
守るため、防護柵の設置などに
対する補助や有害鳥獣捕獲者に
対する報奨金の支払いを行って
いますが、防護柵の補助要望、
捕獲頭数ともに当初の見込みを
超える状況となったため、この
たび増額予算を提案し、同様の
鳥獣被害対策を継続したいと考
えています。

②‌�佐那河内村交流センター（仮
称）の建設に伴う仮設施設の
リース代金について

　債務負担行為をお願いします。
農業総合振興センターは多くの
村民のみなさまが利用されてお
り、工事期間中もその活動が滞
ることがないよう、仮設施設に
より対応するものです。

村の主要事業

①「しごと・雇用を創出する」
　本村では、主要産業である農
業への鳥獣被害対策を強化して
まいりました。具体的には、本
年４月から、イノシシの報奨金
増額やハクビシンなど小動物へ

の報奨金新設、また有害捕獲期
間を長くするなど、でき得る限
りの対策に取り組んでいます。
その結果、９月２日現在におい
て、ニホンジカ509頭、イノシ
シ64頭、ニホンザル５頭、ハク
ビシンなど小動物140頭の捕獲
実績となり、これはすでに昨年
度の捕獲頭数の倍の成果となっ
ています。
　また、令和５年度から開催し
ている阿波のわな名人戦を今年
度も11月15日より開催します。
引き続き猟期・猟期外を問わず、
鳥獣被害対策にしっかりと取り
組んでまいります。

②「新しいひとの流れをつくる」
　中尾谷地区の宅地造成の工事
が完了し、最終となる８区画の
分譲を行っています。多くのお
問い合わせのもと、すでに購入
申込みも６件いただき、順次契
約手続を進めているところです。
　次に、来る11月16日に本村を
舞台として開催される自転車競
技「さなごうち大川原高原ヒル
クライム2025」についてです。
多くの自転車競技者が佐那河内
村に集うイベントで、現在、開
催資金の一部とするためのクラ
ウドファンディングは、すでに
400万円を超える寄附が集まっ
ており、関心の高さを感じてい
ます。県内外の参加者をお迎え
するこの大会を無事開催するこ
とで、大川原高原をはじめとす
る本村の魅力をPRし、地域産業
の活性化や交流人口の拡大につ
なげてまいります。

③‌�「若い世代の結婚・出産・子
育ての希望をかなえる」

　本村は英語教育、ふるさと学
習、ＩＣＴ教育を３本柱として、
特色と魅力のある小中一貫教育
を推進しています。特に英語教
育では、今年度中学校３年生17
人全員が英検３級以上に合格し、
５年連続で英検３級、８割以上
の合格を達成しました。文部科
学省が令和９年までに達成をめ
ざす６割を大きく上回った成果
となっています。
　さらに本年９月から２週間に
１回、午後５時から６時30分の
時間帯において、中学生を対
象として、放課後学習教室を
SANASTA（サナスタ）と称し
て開催することとしており、さ
らなる中学生の学力補充と居場
所づくりに取り組んでまいりま
す。
　また、村では結婚活動支援事
業補助金制度を創設し、マッチ
ング事業を行う結婚活動サポー
ト事業者への会員登録料や婚活
イベントに参加する際の参加費
用に対して補助金を交付します。
去る８月31日には、本村の新家
において、県の委託機関である
マリッサとくしまとのコラボに
よる婚活イベント「恋活ビュッ
フェ」が開催されました。今後
とも結婚を希望される人への支
援を継続してまいります。

④‌�「交流拠点の充実や地域連携
などの村づくりを進める」

　まずは、佐那河内村交流セン
ター（仮称）についてです。今
年度、県建築士会の支援をいた
だきながら、プロポーザルに向
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けての条件整備を検討しまし
た。そして、その内容がおおむ
ね固まったことから、８月７
日・８日の両日、住民説明会を
開催したところです。農業総合
振興センターは多くの村民が利
用する重要な交流拠点であると
ともに指定避難所でもありま
す。その機能を継承するととも
に、現在村に不足している子ど
もたちの遊び場や自習スペー
ス、大勢が集まることができる
文化ホールなど、当該敷地内全
体を幅広い世代の多くの村民が
集い、交流できるエリアとして
整備できるよう取り組んでまい
ります。
　次に、さなごうち新ものがた
り創出事業の一環として、戦後
80年の節目に当たる今年、戦
争の記憶を後世に伝えていく
ためにも、「戦後80年　戦争と
佐那河内」展を開催しました。
日露戦争従軍兵士の書簡や軍事
債権、忠魂碑や奉安殿建設に関
わる公文書など実物資料を展示
し、村内外から延べ600人を超
えるみなさまにご観覧いただき
ました。
　また、村の地域資産を手軽に
ご理解いただくために創刊いた
しましたさなごうち学ブック
レットの第２弾として、「佐那
河内村の地形と地質」を刊行し
ました。
　今後もさまざまな取り組みを
通じて、村民のみなさまに佐那
河内村の持つ魅力を知る機会を
創出し、シビックプライドの醸
成につなげてまいりたいと考え
ています。

決算認定案件
議案第 43号（認定第１号）か
ら議案第49号（認定第７号）
について

　地方自治法第233条第3項の
規定により、令和６年度一般会
計、特別会計および事業合計の
決算を監査委員の意見を付して
議会の認定に付するもの。

補正予算案件
議案第50号　令和７年度佐那
河内村一般会計補正予算（第３
号）について

　既定の歳入歳出予算の総額を
3,117万１千円増額し、予算総
額を34億1,652万３千円とす
るもの。
　庁舎跡地等整備に係るコンサ
ルティング委託料、アスベスト
含有調査分析業務委託料、介護
保険事業特別会計繰出金などを
増額するもの。
　なお、修正動議により、債務
負担行為については否決。

議案第51号　令和７年度佐那
河内村国民健康保険事業特別会
計補正予算（第１号）について

　既定の歳入歳出予算の総額を
51万６千円減額し、予算総額
を３億2,748万４千円とするも
の。

議案第52号   令和７年度佐那
河内村介護保険事業特別会計補
正予算（第１号）について

　既定の歳入歳出予算の総額を
8,183万６千円増額し、予算総
額を４億9,127万６千円とする
もの。

議案第53号  令和７年度佐那河
内村後期高齢者医療特別会計補
正予算（第１号）について

　既定の歳入歳出予算の総額を
211万９千円増額し、予算総額
を5,590万４千円とするもの。

条例案件
議案第54号　行政手続におけ
る特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律に基
づく個人番号の利用に関する条
例の一部を改正する条例につい
て

　マイナンバー制度の仕組みを
活用し、複数の行政機関におい
て、同一人物の情報を相互に活
用するための独自利用事務を追
加するもの。

議案第55号　佐那河内村重度
心身障害者等に対する医療費の
助成に関する条例の一部を改正
する条例について

　令和７年10月１日から、徳
島県ひとり親家庭等医療費助成
事業の助成対象が、父母の通院
時の医療費に対しても拡充され
ることに伴い、本村においても、
県と同様に助成対象を拡充する
ための必要な改正を行うもの。

報告案件
報告第２号  令和６年度佐那河
内村財政健全化判断比率等の報
告について　

　地方公共団体の財政の健全化
に関する法律に基づき財政健全
化判断比率及び公営企業会計の
資金不足比率を報告するもの。

議員提出議案
発議第２号　「徳島県平和の日」
の条例制定を求める意見書につ
いて

　徳島大空襲のあった７月４日
を「徳島県平和の日」と定める
「徳島県平和の日」条例を制定
するよう徳島県に意見書を提出
するもの。

発議第３号　森下嘉文議長に対
する議長辞職勧告決議（案）に
ついて

　議会において撤回。
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一般質問

瀧倉　俊晴　議員
１．村道中分中央線改良につ
いて

質 ①長期間、どうして改良で
きないのか。

②有利な補助事業や起債事業で
対応し、用地買収費及び補償費
を地権者に支払ってはどうか。

答 ①現在まで、地元からの
要望があるたび現場を確認

し、改良できるよう事前の用地
交渉や排水対策など、その都度、
個別の要望を検討し、村として
できる範囲で尽力してきたが、
まだ改良ができていない箇所
は、地権者の改良事業に対する
承諾が得られる状況には至って
いないため、未施工区間が長く
残っている。

②村道中分中央線については、
まだ未施工区間、沿線の地権者
の改良事業に対する承諾が得ら
れる状況には至っていない。し
かし、まずは限られた予算の範
囲内で、舗装などの維持修繕や
排水対策などについて、最善策
を検討していきたい。
　また、当該箇所については、
今後も粘り強く改良事業につい
て説明し、沿線のみなさまへの
協力依頼を行っていきたい。

２．庁舎跡地等活用検討委員
会の決定について

質 ①村有施設を利用すれば、
莫大な費用が発生する仮設

施設はいらないのに、１期・２
期工事とする検討委員会の決定
を覆したのはどうしてか。

②近隣住民を無視して、空き地
があるからと言って、何年かか
るかわからない仮設施設を設置
するのは、村民不在の政治では
ないか。仮設施設の建設場所を

変更すべきではないか。

答 ①庁舎跡地等検討委員会
の報告を受け、県建築士会

の支援をいただきながら、プロ
ポーザルに向けて条件整備を検
討してきたところ、建物を１期、
２期に分けて建設するより、一
括で建設したほうがかかる費用
も抑えられ、設計の自由度も高
く、内容が充実した施設ができ
ることなどから、一括で工事す
ることとしたものである。

②ご理解とご協力いただける場
所へ仮設施設を建設できるよう
再検討を進めているところであ
る。

３．農振センター取り壊しに
ついて

質 ①補助金1,700万円を返還
しないように、エレベーター

付きの大規模改修をなぜ考えな
いのか。

②エレベーター付き大規模改修
をすれば、過疎債の対象となる
のか、どのくらいの事業費と期
間がかかるのか、村負担はどの
くらいになるのか。

③旧庁舎跡地利用は、7,900万
円もの過疎債返還しないよう、
遊び場など村民の意見を聞いて
考えてはどうか。

④10月発注の仮設施設リース
契約不調、建築工事入札不調の
場合の費用高騰、いつまで続く
か分からない仮設施設のリース
料の高騰など考えられるが、な
ぜそんなに急ぐのか。

答 ①農振センターは、昭和58
年に建設し、現在築42年

が経過している。これまで補修、
改修などを加えながら運営した
が、建物全体に老朽化が進行し、
特に10年以上前から発生してい
る雨漏りは、設計業者や建築事
業者による２度にわたる調査で
も、雨漏りの原因や経路は分か

らないとの結果であった。
　このようなことから、鉄筋の
腐食による建物の強度不足につ
ながる可能性もあることから、
令和９年度から３年をかけて
大規模改修を予定しているとこ
ろ。こうした状況の中で、長寿
命化工事に伴う大規模改修およ
び雨漏りの原因究明と対策工事
に加え、新たにエレベーター施
設を整備するには相当の費用が
必要となる。
　また、住民アンケートの集計
結果にもあるように、150人規
模が収容できる大会議室、貴重
な文化財の保管庫、自習室を兼
ねた図書館、文化ホールなど、
現在村にない機能を有する施
設の建設希望が多くあったとと
もに、村内には安心して子ども
を遊ばせることのできる公園や
遊び場がないこと。雨天でも子
どもたちが遊べるような公園、
遊び場の整備を希望する意見が
あったことから、村としては庁
舎跡地と農振センターを合わせ
て一体的な整備を進めること
で、より有効な跡地活用につな
がると判断したものである。

②施設の長寿命化に伴う大規模
改修や機能強化としてエレベー
ターを新設した場合は、過疎債
の対象経費と考えられる。この
場合、建て替え時の６割程度の
費用が必要とされると仮定する
と、長寿命化に伴う大規模改修
工事が約４億2,000万円、エレ
ベーター新設工事約１億5,000
万円、工事以外の基本設計、実
施設計、施工管理など約4,000
万円、合わせて事業費として約
６億1,000万円程度と試算され
る。
　この数字を基に、充当率を
100％とした過疎債の交付税措
置率を70％とすると、村が負
担する額は１億8,300万円程度
と試算される。
　事業期間については、工事概
要、工事費用から推測すると、
設計から工事完了まで２年から
３年程度の期間を要するものと
考えている。
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　なお、この試算には不確定要
素も多く、例えば公園整備や外
構工事にかかる費用、また工事
期間中は農振センターは利用で
きないが、これらの代替施設に
要する費用および代替施設の設
計、建設期間は含まれていない。

③９月８日、旧庁舎跡地等に建
設する新施設に関する陳情書お
よび、17日、佐那河内村交流
センター（仮称）の早期整備に
ついての要望をいただいている
ので、それぞれの意見等を踏ま
えながら進めていきたい。

④１点目、築42年を過ぎてい
ることおよび令和９年度以降に
は大きな負担を伴う大規模改
修など、何らかの措置が必要と
なってくること。
　２点目、世界的な原材料、エ
ネルギー価格高騰や円安の影響
を受けて、建設工事の資材価格
の高騰、建設業界の人手不足な
どによる建設技能労働者の賃金
上昇などによる労務費の上昇、
設備工事費の高騰などにより、
建設工事費は今後も上昇、また
は高止まりの状況が中長期的に
続くとの見通しもある。
　３点目、交流施設を建設する
場合、新しい地方経済・生活環
境創生交付金、第２世代交付金、
そして補助率２分の１以内の制
度があり、事業計画期間は原則
５年度以内とされており、全額
過疎債に頼ることに比べ、両制
度を活用することがより有利で
あることなどから進めている。

井開　一文　議員
１．ふるさと住民票制度につ
いて

質 ①ふるさと住民票登録者を
どのように活用利用するの

か。

②住民登録している人が新しい
制度になった場合、どのような
対応をするのか。

答 ①ふるさと住民票に登録い
ただいている人に対し、村

の情報を発信することに加え、
ＰＣサイトを活用した取り組みな
ども検討し、今後とも引き続き
関係人口の確保に努めていきた
い。

②今のところ制度の具体的な計
画や内容についての詳細な部分
は、これからで、国としては、
令和７年度中に総合戦略を策定
するという予定になっているの
で、それを経てから村の施策に
反映させていくという手順にな
る。今後は国の動向を注視しな
がら、適切に対応していきたい。

２．自治体職員の災害備蓄品
について

質 ①職員の飲食料などの備蓄
について、村は、どのよう

に考えていますか。

答 ①まずは避難者を対象とし
た備蓄品の確保、充実を最

優先に進めながら、災害対応す
る職員の飲食料も含めた備蓄品
の確保および保管方法について
検討が必要と考えている。

藤本　忠　議員
１．上水道について

質 ①今、全国的に問題となっ
ている、上水道に含まれる

有機フッ素化合物（PFAS）の数
値を定期的な検査結果後に、広
報、HP等で報告してはどうか。

答 ①PFASを含めた定期検査
の数値結果の広報紙やホー

ムページへの公表については、
前向きに検討していきたい。 

２．学校教育について

質 ①信頼している教職員によ
る、わいせつな行為など、

学校での犯罪に及ぶ事件が相次
いでいる中、児童生徒を守るた
め、本村では、どのような取り
組みが行われているのか、また、
校内での犯行にどう対応してい
くのか。

答 ①本村の小中学校における
取り組みについては、まず、

児童生徒への性暴力等を防ぐた
め、教職員が守るべき服務規律
について、全教職員に対して周
知徹底するとともに、関連法規
やチェックリストによる実効性の
ある研修を義務づけ、確実に実
施することにより、性暴力から
子どもを守り抜く組織体制づく
りを推し進めている。加えて、
教員の採用の際には、文部科
学省が導入した教育職員の性犯
罪・性暴力などに係る情報共有
の仕組みを活用しており、過去
に重大な不祥事を起こした者が
再び教育現場に立つことがない
よう厳格に確認を行っている。
　校内での具体的な対策につい
ては、児童生徒と教員が２人き
りで密室に長時間とどまること
がないよう、施設利用ルールの
運用を徹底するとともに、教室
の見通しを確保することや、授
業などにおいて複数の目が行き
届くよう組織体制を整えること
により、安全・安心な環境づく
りに努めている。また、管理職
による計画的かつ定期的な校内
巡視を実施し、教職員の行動を
把握するとともに、校内に不審
なものが置かれていないかなど
の点検を通して、安全管理を徹
底する取り組みを推進している。
　さらに、子どもたちが声を上
げやすい環境整備にも取り組
み、担任だけでなく、養護教諭
やスクールカウンセラー、管理
職などにも相談できるよう、日
頃から信頼関係を築くととも
に、定期的な学校生活アンケー
トや面談の機会を設け、子ども
たちも保護者も安心して相談で
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き、SOSをキャッチし、迅速に
対応できる相談体制を整えてい
る。
　教育委員会は、子どもたちが
安心して学び、夢や希望を持っ
て未来に歩み出せる教育環境を
守り抜くことにある。その実現
のために、国や県、関係機関と
の連携をさらに強化し、安全な
学校づくりに全力を尽くしてい
きたい。

３．不法投棄問題について

質 ①世界的に問題となってお
り、本村でも見受けられる、

不法投棄問題について、具体的
にどのように取り組んでいくの
か。

答 ①国の廃棄物処理の基本
方針と本村の実情を踏ま

え、次のとおり、３つの項目を
軸に具体的に取り組んでいく。
　１、巡視の強化について。今
後、担当課員や、村クリーン対
策協議会のみなさまと連携し、
定期的な巡回パトロールを実施
していきたい。
　２、不法投棄抑制看板の設置
について。現在も村内には、不
法投棄防止などの看板もある
が、罰則などは記載されていな
い。今後、投棄が頻発する地点
を中心に、視認性の高い看板を
順次設置していく。看板には、
「不法投棄は法令により処罰さ
れます。見つけ次第通報してく
ださい。撤去費用の請求を行い
ます。」といった文言を掲げ、
不法投棄者にその場での投棄を
思いとどまらせるような強い文
言にしたいと考えている。
　３、警察との連携による対応
について。これまでも不法投棄
があれば、警察と連携して現場
検証を行い、投棄者が分かるも
のがあれば、不法投棄者を探
し出し、警察に指導してもらう
などの対策をしている。今後も
しっかりと警察と連携し、毅然
と対応する。
　これら３つの項目を相互に補

完、順次実施したいと考えてい
る。地域住民と警察、関係部局
が連携することで、環境と安全
を守る持続可能な対策となるよ
う取り組んでいく。

４．旧庁舎跡地活用について

質 ①今、本村に足りない施設
（仮称・佐那河内村交流セ

ンター）の建設に向けた取り組
みが、行われていると思う。７
月には、これからの計画、概要
を示していただいたが、それか
らの進捗状況について伺いたい。

答 ①まずは陳情があったこと
から、早急に仮設施設の

場所、規模の再検討を行うとと
もに、近隣のみなさまへの説明
会を開催し、１０月頃には、仮
設施設に対する建築工事に向け
ての第一歩である設計を開始、
令和８年３月頃には、仮設施設
の建築を開始し、令和８年秋頃
には完成を予定している。その
後、農振センターから仮設施設
に引っ越しを行い、令和９年１月
頃から農振センターの解体が始
まり、令和９年６月頃には新施
設建設工事が開始する予定。遅
くとも令和10年度までの完成を
めざしている。

平岡　淳　議員
１．職員の採用について

質 ①現在の職員数が適当であ
るとする事由を述べよ。

②定員モデルでの見直しはいつ
から実施するのか。

③10年後の適正な職員数をど
のように考えているのか。

答 ①雇用形態の違いや、それ
ぞれの自治体が持つさまざ

まな事情を考慮しながら定員モ
デルを使用し、必要な人員を計
画的に確保するとともに、絶え
ず計画を見直していくことによ

り、適正な職員数を維持できる
ものと考えている。

②定員モデルについては、総務
省が設置する研究会において、
町村向けの第11次定員モデル
の発表が令和８年度に予定され
ているため、計画の策定は、第
10次モデルをベースに今年度
策定するが、第11次モデルの
発表後は計画の見直しを行う予
定で考えている。

③10年後の適正な職員数を答
えることは困難ではあるが、そ
のときに、定員モデルを指標と
して、適正な人員を確保してい
きたい。

２．跡地利用検討委員会につ
いて

質 ①アンケートは適正であっ
たのか。

②住民の声を充分に聴いたのか。

③仮設の必要な事由を述べよ。

④今後、村民に対するアンケー
ト、説明会はしないのか。

⑤急ぐ事由は何なのか。

答 ①村民アンケート実施に当
たっては、より多くの村民

からのご意見をいただくため、
広報佐那河内、村ホームページ
のほか、各種団体の役員などを
通じてアンケートの周知を図っ
た。また、実施した村民アンケー
トの結果については、庁舎跡地
等検討委員会で協議して判断し
たところであり、検討委員会で
の協議内容については、村ホー
ムページ、または村広報で確認
することができるようになってい
る。
　以上のことからアンケートは
適正に実施したものと認識して
いる。

②令和４年に始まった庁舎跡地
検討委員会からこれまで、広報
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紙やホームページを活用して意
見を募集するとともに、村民有
志による有志検討会も開催する
など、できる限り村民のみなさ
まからの声を伺いながら、事業
実施してきた。

③農振センターは、村の重要な
交流拠点として、各種団体の会
合、各種検診、図書の貸出し、
避難所のほか、４つの調理台を
活用したふれあい昼食会、健康
料理教室などを行っており、こ
うした調理室の代替機能、代替
施設は村内にはございません。
また、村の中心部で冷暖房が完
備された和室があり、優先的に
開設する避難所であることのほ
か、新施設工事期間中も、これ
までどおり住民活動の継続を図
るとともに、こうした活動に停
滞を招かないためにも、代替施
設としての施設、仮設施設は必
要であると判断したものである。

④現時点において、再度庁舎跡
地活用の方針に係るアンケート
や全体の整備計画に係る説明会
の実施予定はございません。た
だし、仮設施設や新施設の設計、
施工を進める上での近隣住民へ
の説明会などについては、必要
に応じて行っていきたい。

⑤農振センターが築42年を過
ぎていることから、建物全体に
老朽化が進行しており、特に
10年以上前から発生している
雨漏りは、鉄筋の腐食による建
物の強度不足につながる可能性
もあり、特に深刻な問題である。
また、令和９年度から３年かけ
大規模改修が必要なこと、建設
工事の資材価格の高騰、建設業
界の人手不足などによる業務費
の上昇、設備工事費の高騰など
により建設工事費は今後も上
昇、または高止まりの状況が中
長期的に続くとの見通しがある
こと。現在のところは、新しい
地方経済生活環境創生交付金、
第２世代交付金として補助率２
分の１以内の制度があり、先日、
事業採択があったことなどか

ら、早期に庁舎跡地と農振セン
ターを併せて一体的な整備を進
めているところである。

伊藤　明子　議員
１．農振センター加工室の利
用が食業工房に移行すること
について

質 ①今後、食業工房に移行
した場合の利用方法につい

て、これまでと同じか。

答 ①食業工房の第１、第３、
第４の加工室を利用するに

は、村の選定委員会の許可と徳
島保健所の食品衛生法上の許可
を得られることが大前提となる。
加工室２については、製造され
た食品を販売することはできま
せんが、どなたでも利用するこ
とができる。今後も多くの村民
のみなさまに利用してもらえる
施設として管理する。

石本　哲也　議員

１．特別職報酬等審議会につ
いて

質 ①特別職報酬等審議会の
役割・意義とは何か。

②最後に開会したのはいつか。

③勝名地区で意見交換会を企画
してはどうか。

答 ①特別職報酬等審議会と
は、議員や村長、副村長お

よび教育長などの特別職の報酬
額などに関する水準を審議、答
申するために設置される審議会
である。
　審議会の主な役割について
は、第１は現行の報酬体系が職
務の内容、責任、勤務負担を
適切に反映しているかを財政状
況、物価動向、賃金水準などの
客観的指標と照合して評価する

こと。
　第２は財政の健全性を確保し
つつ、特別職がその職責を果た
すために、必要で適切な報酬水
準を、いつ、どの程度見直すべ
きかを判断し、具体的な答申を
行うこと。
　第３は審議過程の透明性を確
保し、答申内容を村民に分かり
やすく周知、説明すること。
　次に、審議会の意義について、
第１に、適正さの確保。職務の
責任と対応すべき業務量に見
合った報酬設定を客観的な視点
と財政状況の両方から検討する
ことで、過大でもない、過小で
もない、適正な水準をめざす。
　第２に透明性と説明責任の確
保。審議過程で示される基準や
根拠を通じて、村民に対してど
のような判断材料に基づいて報
酬が設定されているかを明らか
にする。
　第３に財政との整合性。地方
財政の健全性を損なわない範囲
で、地域の現状に即した水準を
提案することで、長期的な行政
運営の安定を図る。
　特別職報酬等審議会は、適正
水準を地域の実情に合わせて設
定しつつ、財政の健全性と行政
の信頼性を両立させるための審
議機関で、地域行政の透明性、
説明責任を高める上で極めて重
要な役割と意義を有するもので
ある。

②現在の特別職などの報酬額が
適用されたのが平成16年４月
１日であることから、最後に開
会したのは、平成15年度に開
会したのが最後である。

③特別職報酬等審議会は、条例
を議会に提出しようとすると
き、あらかじめ審議会の意見を
聞くものとするとされており、
委員の任命は必要の都度、村長
が任命し、審議が終了したとき
には解任されるとされていると
ころ。
　これは、勝名地区のいずれの
自治体においても同様に規定さ
れていることから、平時は委員
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が任命されていないこととな
る。このようなことから、審議
会委員の意見交換などの場を設
置することは難しいところがあ
るが、本年度において、県内の
町において、議員報酬改定の動
きがあったので、まずは近隣自
治体の特別職報酬等審議会の開
催状況、審議状況などについて
把握していきたい。

２．旧庁舎及び農振センター
周辺の再開発について

質 ①特に若い世代から大きな
期待を寄せられているが、

その期待に十分応えられるのか。

②それと同時に各種団体からも
大きな期待を寄せられている
が、①との兼ね合いは大丈夫か。

③国の交付金の活用など、財源

面の現状は、どのようになって
いるのか。

答 ①今後、村を担う若い世代
が安心して子育てができる

暮らしやすい環境づくりに向け、
アンケート結果や要請者のご希
望に応えられるよう、みなさま
のご意見をいただきながら、新
施設の検討、整備を進めていき
たい。

②これまでの農振センターにあ
る会議室や調理室、図書館など
の機能に加え、現在、村にはな
い文化ホールやカフェスペー
ス、イベントスペースなど、新
たな機能を設けることにより、
新たなイベントの実施や幅広い
世代の居場所づくり、さらなる
交流を創出する施設となるよ
う、補助金、交付金、過疎債な
ど、財源を確保しながら、新施

設建設に向け進めていきたい。

③旧庁舎解体については地方債
を活用した。新施設建設には、
９月11日に交付決定があり補
助率２分の１の新しい地方経
済・生活環境創生交付金（第２
世代交付金）を活用し、残りの
費用には過疎債の活用を予定し
ている。
　新施設には幅広い村民にご利
用いただけるよう様々な機能を
予定し、近年、物価高騰により
県内の公共工事でも不調となる
案件もあるが、そうならないよ
う、十分仕様書を検討し、プロ
ポーザルを実施する。
　建設については、国などの補
助金、交付金、過疎債など、よ
り有利な財源を活用しながら、
可能な限り村負担が少なくなる
よう進めていきたい。

議会行事出席報告	 〈　　〉場所・（　　）出席者

９月１日 民生委員推薦委員会〈役場〉（森下議長）

３日 議員協議会〈議員室〉（森下議長ほか６人）

全員協議会〈役場〉（森下議長ほか６人）

９日 健祥会ハイジ合同敬老会〈健祥会ハイジ〉（森下議長）

10日 第３回佐那河内村議会定例会開会 議案審議・決算審査〈議場ほか〉（森下議長ほか６人）

11日 第３回佐那河内村議会定例会 決算審査・講評〈議員室ほか〉（森下議長ほか６人）

18日 第３回佐那河内村議会定例会 一般質問〈議場〉（森下議長ほか６人）

19日 第３回佐那河内村議会定例会 表決・閉会〈議場〉（森下議長ほか６人）

20日 勝浦町制施行70周年記念式典〈勝浦町〉（森下議長）

22日 例月出納検査〈監査室〉（國見監査委員・石本監査委員）

24日 村民体育祭実行委員会〈大会議室〉（伊藤議員）

25日～ 26日 四国四県町村長・議長大会〈高知県〉（森下議長）

28日 敬老会〈村民体育館〉（森下議長ほか６人）
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令 和 ６ 年 度 
決 算 報 告 私たちの納めた税金と使われたお金

　９月に開催された佐那河内村議会定例会において、令和６年度の一般会計および6つの各特別会計の
決算が認定されました。地方自治法第233条第６項により、村民のみなさまに決算の要領を公表します。
　私たちが納めた税金などの大切なお金がどのように使われたのか、現在の佐那河内村の財政がどの
ような状況なのかをご報告します。

一般会計等決算収支の概況 ※一般会計と宅地造成事業特別会計を純計した普通会計（以下、一般会計等）

　一般会計等の決算は、歳入28億8,663万円、歳出26億9,010万円で令和５年度決算と比較して、歳入で
1.9％、歳出で3.2%の減少となりました。また、歳入から歳出を差し引いた形式収支は1億9,653万円の黒
字となり、この額から令和７年度へ繰り越した1億2,735万円を差し引きした実質的な収支は6,918万円の
黒字となりました。

　 　 歳 入 歳 出 形 式 収 支 　 　  
28 億 8,663 万円
29億 4,212 万円
▲5,550 万円

－1.9%

26億 9,010 万円
27億 7,838 万円
▲8,828 万円

－3.2%

1億 9,653 万円
1億 6,375 万円
▲3,278 万円

20.0%

6,918 万円
9,907 万円

▲2,989 万円
－30.2%

令 和 ６ 年 度
令 和 ５ 年 度
増 減 額
増 減 率

年 度 実 質 収 支

一般会計等歳入の特徴 ～村民一人あたりの納めた村税は87,486円〜
　自主財源では、前年度と比較し繰入金が9,812万円（44.3%）減少しています。その主な要因としては、
前年度に新庁舎整備事業に係る繰上償還として減債基金から9,000万円を繰入していたことに伴う減少と
なります。
　村税は、主に固定資産税が241万円減少し、村税全体として△ 678万円（3.6%）の減少となりました。
　依存財源では、村債が１億6,870万円（116.7%）、地方交付税が3,594万円（2.5%）の増加となりました。
　村債は、旧役場庁舎解体事業及び宮前公民館改修事業等により増加しています。
　村の歳入は、自主財源の割合が23.4%と低く、一方で依存財源が76.6%となっており、村の財政が国な
どの施策に依存し、その影響を受けやすい構造となっています。

◎村に納めた村民一人あたりの税金 【令和７年３月31日現在の人口（2,080人）で算出】
区 分 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度 増 減 額 増 減 率 一 人 あ た り
村 民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
村 た ば こ 税

計

7,810 万円
7,910 万円
1,360 万円
1,117 万円

1億 8,197 万円

8,210 万円
8,151 万円
1,339 万円
1,175 万円

1億 8,875 万円

△ 400 万円
△ 241 万円
21万円

△ 58 万円
△ 678 万円

37,548 円
38,029 円
6,538 円
5,370 円
87,486 円

－4.9%
－3.0%
1.6%

－4.9%
－3.6%

一般会計等歳出の特徴  ～村民一人あたりに使われたお金は1,293,317円〜
　目的別では、前年度より議会費、総務費、衛生費、農林水産業費、公債費が減少し、その他の項目は増
加しました。総務費は、１億9,410万円減少しており、これは減債基金積立金が１億9,242万円減少したこ
とによります。
　また、公債費は、7,497万円減少していますが、これは前年に公適債の繰上償還をしていたことによる
ものです。
　その他、１億3,242万円減少した農林水産業費は、農業集落排水基金繰出金を土木費としたことが理由
となります。
　増加した項目として、土木費は、１億911万円増加していますが、これは上記のとおり農業集落排水基
金繰出金を土木費として算入したことによる増額です。
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公債費
6.7% 1億8,015万円

教育費 9.0%
2億4,244万円

消防費
2.3％6,179万円

商工費
2.9％7,694万円

村債 10.8%
3億1,332万円
村債 10.8%
3億1,332万円

村税 6.3% 1億8,197万円

地方譲与税 1.8％5,103万円
利子割交付金 0.0％12万円

衛生費
8.7％2億3,456万円

農林水産業費
5.8％1億5,589万円

総務費
28.3%

7億6,133万円

民生費
20.0%

5億3,979万円

土木費 12.0％
3億2,222万円

災害復旧費
2.8％7,570万円 議会費

1.5％3,929万円

分担金及び負担金 0.4％1,031万円

県支出金
3.9％
1億1,243万円

交通安全対策
特別交付金
0.0％0円

使用料及び手数料 0.5％1,377万円
財産収入 0.5％1,514万円
寄附金 3.3％9,560万円

繰越金
5.7％2億6,482万円
諸収入 2.5％3,522万円

配当割交付金 0.1％285万円
株式譲渡所得割交付金
0.1％123万円 
地方消費税交付金
1.6% 4,612万円

地方交付金
51.6％ 14億9,013万円 

地方交付金
51.6％ 14億9,013万円 

自主財源
23.4%

6億7,574万円

依存財源
76.6%

22億1,089万円

国庫支出金
6.1％
1億7,584万円

国庫支出金
6.1％
1億7,584万円

一般会計等歳入決算額 28億8,663万円 一般会計等歳出決算額 26億9,010万円
【目的別歳出の状況】

繰入金
4.2% 1億2,324万円

環境性能割交付金
0.2％454万円
法人事業税交付金
0.1％286万円

地方特例交付金 0.3％789万円

◎村民一人あたりに使われたお金　【令和７年３月31日現在の人口（2,080人）で算出】

議会費 総務費 民生費 衛生費 農林水産業費 商工費
18,889円 366,024円 259,514円 112,769円 74,947円 36,990円

土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費
154,913円 29,707円 116,558円 36,394円 86,611円

令和６年度決算　財政健全化法に基づく４指標および資金不足比率について

⃝財政健全化法とは…
　平成20年度より施行され、自治体の財政破たんを未然に防ぐため、国が財政状況をより詳しく把握し、
悪化した団体に対して早期に健全化を促すための法律です。従来の再建法制が、病気になるまで放ってお
いて病気とわかってから服薬や手術をするものだとすると、この財政健全化法は、生活習慣を心がけると
ともに定期の健康診断を行うなど、「予防」・「注意喚起」の段階が加わり、重大な病気になる前に対処する
ものだと言えます。

指　標 内　　　　　容 令和６年度 令和５年度 早期健全化基準（令和６年度）
実 質 赤 字 比 率 一般会計の赤字の割合 ー ー 15.0％

連結実質赤字比率 全会計（一般会計・特別会計・企業会計）の赤字の割合 ー ー 20.0％

実 質 公 債 費 比 率 借入金（地方債）の返済額の割合 1.3％ 1.5％ 25.0％

将 来 負 担 比 率 借入金（地方債）など将来負担が見込まれる負債の割合 ー ー 350.0％

※‌�実質赤字額または連結実質赤字額がない場合、実質公債費比率または将来負担比率が算定されない場合、および資金不足
額がない場合には「－」と記載されます。

地方消費税交付金
1.1％4,436万円 

実質収支形式収支歳出決算額歳入決算額会 計 名

国民健康保険事業

介 護 保 険 事 業

後期高齢者医療

宅 地 造 成 事 業

3 億 1,104 万円

4億 415万円

5,379 万円

3,200 万円

2億 8,006 万円

4億 347万円

5,338 万円

2,975 万円

3,098 万円

68万円

41万円

225万円

3,098 万円

68万円

41万円

225万円

令和６年度 特別会計決算
　特別会計は、特定の事業にともなう保険
料や使用料などによってその事業を行うた
めの会計で、お金の流れをわかりやすくす
るために一般会計と区別しています。
　なお、令和6年度から簡易水道事業およ
び農業集落排水事業は、公営企業会計に
移行しています。
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自動車利用に関するアンケート調査への 
ご協力をお願いいたします。 
　国土交通省では、都道府県、高速道路会社などと連携して、９月から11月までの間、全国で自動
車の使われ方などを調べる全国道路・街路交通情勢調査を実施しています。この調査のうち、自動車
起終点調査については、無作為に選定した自動車を保有する人・事業者のみなさまに対して、自動車
の利用実態をお答えいただく調査となっています。
　調査結果は、道路の計画や管理などの基礎となる重要な資料となるものです。調査の主旨をご理解
いただき、調査へのご協力をお願いします。

【お問い合わせ】サポートセンター　0120-088-107（フリーダイヤル）　
　※午前９時～午後６時（日曜、祝日を除く）

子どもの事故防止
■ 就寝時の窒息事故防止

　大人用ベッドではなく、できるだけベビーベッドに寝かせ、
敷布団やマットレスなどの寝具は硬めのものを使用しましょ
う。

⃝‌�１歳になるまでは、寝かせるときは、あお向けに寝かせま
しょう。

⃝‌�掛け布団は、子どもが払いのけられる軽いものを使用し、
顔にかぶらないようにしましょう。

⃝‌�寝ている子どもの顔の近くに、口や鼻を覆ったり、首に巻
き付いたりする物は置かないようにしましょう。

⃝‌�寝ている間に動き回り、大人用ベッドと壁や後付け柵の隙間などに頭や顔が挟まるなどしな
いよう、できるだけベビーベッドに寝かせましょう。

⃝‌�寝かしつけの時に、添い寝をして意図せず寝込んでしまう、また同じ寝具で就寝している時
に大人の身体の一部で圧迫してしまわないように、できるだけベビーベッドに寝かせましょ
う。

⃝‌�授乳の後は、げっぷをさせてから寝かせるようにしましょう。

　できるだけベビーベッドを利用することで、多くの事故
を避けることができる可能性があります。
　

　事故を無くして、子どもの成長を
楽しみましょう。
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地域おこし協力隊
　いちご塾二期生の定作です。みなさま、いかがお過ごし
でしょうか。
　暑さも和らいで、随分と過ごしやすくなってきたように
感じます。まだしばらく暑い日が続くと思っていたので、
作業もしやすくありがたい限りです。
　いちごは植え付けが始まりました。前半の植え付けはま
だ暑い時期だったので少し大変でしたが、後半はこれから
なので大分楽になるはずです。ここしばらくは夏バテ気味
だったので、体調を十分に整えて臨みたいと思います。

　話が変わりますが、先月刊行された「佐那河内村の地形と地質」というブックレットを読みました。
さっと読める文量で、専門用語にもあらかた解説を入れてくれていたので大変読みやすかったです。
内容は表題のとおり村内の地形と地質、後半部では特に地すべり地形など災害に関する話が載って
いました。
　まだ土地勘が無いのでどこなのかははっきり分かりませんでしたが、村内にも色々な露頭がある
と知ることが出来て良かったです。中学、高校の時に見た覚えのある用語も多くあって、少し懐か
しい気分になりました。
　季節の変わり目ということで、体調を崩しやすい時期です。お身体には十分気を付けてお過ごし
ください。

農業経営者のための収入保険加入申込受付中！
令和８年補償新規加入は個人経営の方は12月末まで

⑴ 加入できる人　青色申告を行っている農業者（個人・法人）
※令和７年から青色申告を始めた人は令和８年補償から収入保険に加入することができます。

※農業経営収入保険加入者には役場からの保険料補助もあります。

（最大補償加入には5年分の青色申告実績が必要です。）
○その他農業保険（農業用ハウス・果樹共済・農機具など）に関するご相談も受け付けています。

【相談窓口】 （徳島県農業共済組合）徳島市山城西二丁目74番地

青色申告を始めませんか
最高で65万円の特別控除！
損失額の繰越しや繰戻しができる！専従者の給与額を必要経費に算入できる！
※簡易な方式の場合の青色申告特別控除は最高10万円です。
※ 青色申告を新たに始める人は、原則、その年の３月15日までに所轄の税務署
に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

　全ての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けら
れないさまざまなリスクによる収入減少を補償します。（最大81％）

メリットもいろいろと
あるし、思っていたよ
りかんたんだった！

お問い合わせ ● 産業環境課
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調整給付金（不足額給付分）の支給確認書などの
提出のお願い

　令和７年９月に「調整給付金支給確認書」または「調整給付金申請書」を対象者に送付しています。
※調整給付金（不足額給付金）とは、令和６年に支給した調整給付金（当初調整給付金）の算定
に際し、令和５年所得等を基にした推計額（令和６年分推計所得税額）を用いて算出したことに
より、結果として支給額に不足が生じた人などに対し、不足する額を支給するものです。

提出期限が次のとおりとなっていますので、期限までの提出をよろしくお願いいたします。

【提出期限】 令和７年10月31日㈮
　　　　　　

お問い合わせ ● 住民税務課

令和８年度 受講生大募集 !!
君が、次代を担うかんきつ農家だ！『徳島かんきつアカデミー』
　次代を担うかんきつ農家を育てる「徳島かんきつアカデミー」では、令和８年度の受講生募集を開始しました。
　また、開講に先立って、収穫作業の体験やかんきつ園地の見学などの「徳島かんきつアカデミー体験見学会」を開催します。
　かんきつ栽培に興味がある人、受講を検討している人のご参加をお待ちしています。

◆独立就農をめざすなら！『中核的人材育成コース』
　一年を通じてみかん・すだち・ゆずの栽培から加工・販売まで学ぶコース
◆生産技術の習得をめざすなら！『生産技術力向上コース』
「接木や整枝剪定」と「かんきつの栽培管理」から選択して学ぶコース

◆『徳島かんきつアカデミー』体験見学会
　　収穫作業体験やほ場見学を実施し、「徳島かんきつアカデミー」をよく知ってもらう

募集人数：両コース合わせて30人程度　募集締切：令和８年1月30日㈮まで※定員になりしだい終了
応募資格：令和８年4月1日時点で満18歳以上、県内で就農しているまたは農業参入を考えている企業などの
 従業員、徳島県内在住者または徳島県内移住予定者

開催日時：①平日コース11月12日㈬ 10：00～12：00　②休日コース11月16日㈰ 10：00～12：00
募集人数：各コース20人（先着順）　受付締切：10月31日㈮ 12：00まで　参加費：無料
応募資格：令和８年度徳島かんきつアカデミー受講を検討されている人、農業経営に新たな部門として
　　　　　かんきつ栽培の導入や県内でかんきつ栽培での就農を希望されている人

お申し込み：『かんきつテラス徳島』
徳島県立農林水産総合技術支援センター農業大学校（勝浦）

お問い合わせ ● 産業環境課

詳しくは
ホームページを
チェック！

▲

受
講
風
景

▲

Ｒ
６
体
験
見
学
会

村では、就農前および就農初期の農業者に対し、「徳島かんきつアカデミー」の受講料と傷害保険料の補助を
行っています。詳しくは産業環境課までにお問い合わせください。



21 sanagochi
2025.10

マイナンバーカードの更新時にマイナ免許証などの
情報を引き継ぐことができます

　運転免許証や運転経歴証明書をマイナンバーカードと一体化している人が、マイナンバーカードを更新する際、
新たに発行されるマイナンバーカードに、免許情報などをあらかじめ引き継ぐことができるようになりました。
これにより、マイナンバーカード交付後に必要だった、免許センターでの免許情報などの記録手続きが省略でき
ます。

▪対象者　次の①～③の条件をすべてみたす人
①マイナ免許証または、マイナ経歴証明書を持っている
②‌�警察に署名用電子証明書を提出している（マイナポータルで免許情報の連携がされているかどうかで判断で

きます）
③マイナンバーカードの交付申請の理由が次のいずれかである
　⃝マイナンバーカードの有効期間が満了するまでの期間が３か月未満になったため
　⃝マイナンバーカードの券面の追記欄の余白がなくなったため
例）マイナ免許証を持っていて、マイナンバーカードの更新のはがきが来た人

▪引き継ぎの方法

オンライン申請サイトでマイナンバーカードの交付申請を行ってください。
※紙の申請書の郵送や証明写真機からの申請では引き継ぎはできません。

▪引き継ぎ時の注意点

　オンライン申請サイトで免許情報等の引き継ぎをする際には、マイナ免許証の場合は「免許情報記録番号」
が、マイナ経歴証明書の場合は「運転経歴情報記録番号」がそれぞれ必要となります。
※‌�免許情報記録番号および運転経歴情報記録番号は申請サイト内にリンクが記載されている警察庁配布のマイ

ナ免許証読み取りアプリ（https://myna-menkyo-app.npa.go.jp/）で確認できます。

▪免許情報などの引き継ぎの確認について

　申請時に免許情報などの再記録を希望いただいた場合でも、運転経歴情報記録番号が間違っている・氏名や
住所に署名用電子証明書の発行を行うことができない文字（外字）が含まれているなどの理由で新しいマイナ
ンバーカードに免許情報の引き継ぎが行えないことがあります。
　免許情報が引き継げたかどうかは、交付通知書の記載内容で判断できますのでご確認ください。

・‌�免許情報などの引き継ぎができている場合は交付通知書に「免許情報　運転経歴情報の記録：有」と表記さ
れています。新しいマイナンバーカードを交付した時点でマイナ免許証として利用できます。

・‌�免許情報などの引き継ぎができていない場合は交付通知書に「免許情報　運転経歴情報の記録：無」と表記
されています。

▪免許情報の引き継ぎができていなかった場合

　新しいマイナンバーカードをマイナ免許証として利用するためには、免許センターなどで免許情報などの記
録手続きを再度行う必要があります。
その際免許センターなどに「免許情報　運転経歴情報の記録：無」となっている交付通知書を持参すると手数
料が無料となります。
　
　新しいマイナンバーカードに免許情報の引き継ぎができていなかった場合は、古いマイナンバーカードを更
新手続きのあとに穴を開けた状態でお返しします。古いマイナンバーカードのICチップ部分には、免許情報が
残っていますので再度免許センターで手続きを行うまで運転免許証として利用することができます。

※‌�免許情報などの引き継ぎができていない理由や免許の手数料については、徳島県運転免許センター（電話
699-0110）へお問い合わせください。
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令和８年度   保育所利用申し込みについて
令和８年度保育所申し込み手続きについて
　保育所を利用したい人（保護者）は、保育所の利用申し込みと、保育の必要性の認定を受けなければ
なりません。
⃝‌�保護者は、『支給認定申請書 兼 保育所等利用申込（継続確認）書』を健康福祉課へ提出してください。
　※申込書は、健康福祉課・保育所にあります。
⃝‌�市町村から保護者に『支給認定証』が交付されます。

３つの
認定区分

※１号認定　満３歳児以上で幼稚園利用の場合
※２号認定　満３歳児以上で保育所利用の場合
※３号認定　満３歳児未満で保育所利用の場合

※村は、「保育の必要性」により利用調整し、保育所利用を決定します。

⃝村から『入所承諾通知書』、『保育料決定通知書』を送付します。

保育所を利用できる児童について
⃝‌�村内に住民登録し、現に保護者などとともに村内に居住している児童
※村内へ転入予定の人は、村内居住の人と同様に申し込みをしていただきます。
※‌�村外に居住されている人で、転入予定のない人についても佐那河内保育所への申し込みはできますが、

まず居住地の保育所担当窓口にご相談ください。

支給認定申請および保育所利用申し込みの受付について
⃝‌�受付時間　令和７年11月４日㈫から12月１日㈪まで
⃝‌�受付場所　健康福祉課

保育の必要性の認定について
　保育の必要性の認定を受ける保護者は、次のいずれかの要件に該当することが求められます。各認定要
件の該当については、提出資料に基づき審査します。

認 定 要 件 提 出 資 料
⑴ 就労している 就労証明書
⑵ 妊娠・出産 母子手帳（保護者名および分娩予定日のコピー）
⑶ 保護者が疾病・障がいを有している 医師による診断書、または障害者手帳のコピーなど
⑷ 親族の介護・看護 介護・看護状況申告書
⑸ 震災・風水害・火災・その他の災害復旧にあたっている 罹災証明書など
⑹ 求職活動（起業準備を含む） 求職活動状況申告書
⑺ 就学（職業訓練） 学生証、または在学証明書
⑻ 虐待やDVのおそれがある 保護証明など
⑼ 育休取得時の継続利用 就労証明書
⑽ その他、上記に類する状態として村長が認める場合 保育を必要とすることを証明する書類

保育の必要量〔保育標準時間・保育短時間〕
　『支給認定申請書 兼 保育所等利用申込（継続確認）書』により、村が保育の必要量に応じ、最長11時間
まで利用可能な〈保育標準時間〉と最長８時間まで利用可能な〈保育短時間〉に分けて認定を行います。

保育標準時間 平日の7：30から18：30まで（最長11時間）
保 育 短 時 間 平日の8：30から16：30まで（最長８時間）

お問い合わせ ● 健康福祉課

※利用できる時間が異なります。
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10月は「骨髄バンク推進月間」です
　白血病などの血液疾患に有効な治療法として、骨髄移植や末梢血幹細胞移植があり、この治療法には、
骨髄や末梢血幹細胞を提供していただけるドナーが必要です。移植を必要としている患者さんは、毎年約
2,000人程度います。一人でも多くの患者さんを救うためには、一人でも多くのドナー登録が必要です。
みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします。
　登録までの流れなど詳細については日本骨髄バンクホームページをご確認ください。

佐那河内村骨髄等移植ドナー支援事業について
　佐那河内村では、骨髄などの移植の推進を図ることを目的とし、公益財団法人日本骨髄バンクが実施す
る骨髄バンク事業において、骨髄などを提供した人（ドナー）およびドナーが勤務する事業所に対して、
通院・入院費などの助成をしています。

[助成の対象者]

ドナー

	 ・骨髄などを提供した日において、本村の住民基本台帳に登録されていること。
	 ・村税を滞納していないこと。
	 ・他の自治体などから本事業と同様の目的の助成金などを受けていないこと。
	 ・骨髄などを提供するための特別休暇制度を導入している事業所に勤務する者でないこと。

事業所
	 ・助成金の対象となるドナーが勤務する国内の事業所であること。

	 ・国、地方公共団体、独立行政法人および国立大学法人の事業所ではないこと。
	 ・他の自治体などから本事業と同様の目的の助成金などを受けていないこと。

[助成金額]…骨髄などの提供１回につき、次の金額が助成されます。
ドナー：骨髄などの提供のための通院および入院等に要した日数×２万円（上限14万円）
事業所：５万円

[申請手続き]
申請手続きは、申請書・請求書などを健康福祉課に提出してください。
申請書類の提出期限は、骨髄などの提供が完了した日から90日以内です。
※詳細についてはホームページをご確認ください。

お問い合わせ ● 健康福祉課

佐那河内村骨髄等
移植ドナー支援事業
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令和７年度　がん検診および特定健診のお知らせ
　令和７年度のがん検診と特定健診を次の日程で実施します。受診をご希望される人は、事前予約が必要
です。各検診日程の申し込み期限までに、健康福祉課保健衛生係（電話679-2971）までお申し込みください。
　ぜひ、この機会に受診してください。

⃝がん検診・特定健診日程および場所（集団健診）
検診日程 検診場所 受付時間

令和７年10月20日㈪
【申し込みは終了しました】

※‌�村内開催なので、期限までに申し込みできなく
ても受診はできます。その場合は、事前に問診
票をお渡しできないことがありますので、ご了
承ください。

佐那河内村役場

‌�子宮がん検診および骨密度検査
は、実施しないのでご注意くだ
さい。

８：30 ～11：00

令和７年11月８日㈯
【申し込みは終了しました】

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

８：00 ～10：30
※‌�この時間の範囲内で個人毎に受付時

間をご案内します。

令和７年12月25日㈭
【申し込み期限：11月28日㈮】

※‌�村内開催なので、期限までに申し込みできなく
ても受診はできます。その場合は、事前に問診
票をお渡しできないことがありますので、ご了
承ください。

佐那河内村役場

‌�頸部・腹部エコー検査は、実施
しないのでご注意ください。

８：30 ～11：00

子宮がん検診は
９：30 ～11：00

※‌�６月から11月までのとくしま未来健康づくり機構で行うがん検診は、各月予約枠15人（先着順）で実施
します。なお、とくしま未来健康づくり機構におけるオプション項目【頸部エコー検査：負担金3,520円・
腹部エコー検査：負担金5,940円】を追加できます。ご希望の人は、がん検診予約時にお申し出ください。

※‌�10月20日村内検診で、完全予約制、先着20人限定でオプション項目【頸部・腹部エコー検査：負担金
9,460円】ができます。

⃝がん検診内容および負担金（集団健診）
検診内容 対　　　　　象　　　　　者 負担金

胃がん検診
（バリウム検査）

40歳以上の村民
※令和７年度に胃内視鏡検診を受診した人は受診できません。 500円

肺がん検診 40歳以上の村民（65歳以上の人は結核検診を含みます） 100円
喀痰検査 肺がん検診受診者で、肺がんの危険性が高いと認められた村民 300円
大腸がん検診 40歳以上の村民 300円

肝炎ウィルス
検査

①‌�令和７年度において満40歳となる村民�  
（昭和60年４月１日～昭和61年３月31日生まれの人）

②‌�平成14年度から令和６年度までの間に、肝炎ウィルス検査の対象者
であって、受診の機会を逸した村民

300円

前立腺がん検診 50歳以上の村民（男性のみ） 1,000円
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検診内容 対　　　　　象　　　　　者 負担金

骨密度検査 40歳以上の村民 400円
（婦人科検診）
子宮がん検診

20歳以上の村民（女性のみ）
※‌�２年に１回の受診が標準です。原則として、前年度に受診された人は、来年度に検診を受

けていただくようお願いします。
400円

（婦人科検診）
乳がん検診

40歳以上の村民（女性のみ）
※‌�２年に１回の受診が標準です。原則として、前年度に受診された人は、来年度に検診を受

けていただくようお願いします。
1,000円

※生活保護受給者の人は、負担金は無料です。

※‌�12月25日㈭の村内で行う検診では、歯科健診および口腔がん検診も行います。歯科健診および口腔がん
検診の負担金は無料なので、この機会にぜひ受診してください。

※‌�特定健診受診券をお持ちの人は、がん検診と同時実施できます。村集団健診で特定健診を受診した場合
に限り、特定健診のオプション検査として眼底検査・尿蛋白定量検査・推定食塩摂取量測定検査も受診
できます。（加入保険の種類を問わず、村民の人は無料でオプション検査を受診できます）� ‌
ご希望の人は、がん検診予約時にお申し出ください。

【胃内視鏡検診について】 
　胃内視鏡検診を指定医療機関（個別医療機関）において、令和７年６月１日㈰から令和８年２月28日㈯
まで随時実施します。検診希望者は、検診に必要な書類などを送付するため、事前に健康福祉課保健衛生
係（電話679-2971）へお申し込み、お問い合わせください。

検診内容 対　　　　　象　　　　　者 負担金

胃内視鏡検診
50歳以上の村民

※‌�２年に１回の受診となります。前年度に胃内視鏡検診を受診された人は来年度に検診を受
けていただくようお願いします。ご了承ください。

4,100円

お問い合わせ ● 健康福祉課

 

  
お問い合わせ● 健康福祉課

対 象 者 村に住所を有する国民健康保険加入者で40歳～74歳までの人
（ただし、2年に1回の助成となります。前年度に助成された人は対象となりません。） 

期　 間 令和７年７月１日～令和７年12月中旬頃まで
受診場所 協立病院・田岡病院

  負 担 金 3,000円

 
定 　 員 全体で30人

国保脳ドックについて国保脳ドックについて

  

　国保脳ドック事業は、重症化しやすい脳および脳血管疾患の早期発
見と予防を図ることを目的に、脳ドックを受診する被保険者の人へ下記
の内容で助成を行っています。

※受診を希望される人は健康福祉課国保係までお申し込みください。
　脳ドックと特定健診を同時に受診することもできます。同時に受診される場合は、負担金に特定健
診分1,000円がプラスされます。
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ヘルプマークを知っていますか？
援助が必要な人のためのマークです

外見からは分からなくても援助が必要な人がいます。
このマークを見かけたら、列車やバス内で席をゆずる、困っているよ
うであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

配慮を必要としている人のための� ‌
「ヘルプマーク」の普及に取り組んでいます。

義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病の人、または、妊
娠初期の人など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分から
ない人がいます。そうした人々が、周囲の人に配慮を必要としているこ
とを知らせることで、援助が得やすくなるよう、「ヘルプマーク」を作成し、
普及に取り組んでいます。

たとえば…

列車・バスの中で席をお譲りください。
外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが
困難な人がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ス
トレスを受けることがあります。

駅や商業施設などで、声をかけるなどの配慮をお願いします。
交通機関の事故など、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な人や、立ち上がる、
歩く、階段の昇降などの動作が困難な人がいます。

災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。
視覚障がい者や聴覚障がい者などの状況把握が難しい人、肢体不自由者などの自力での迅速な避難が
困難な人がいます。

徳島県内の各施設でヘルプマークを必要とする人に配布しています。
市役所・町村役場の障がい福祉担当窓口、障がい者相談支援センター（障がい者交流
プラザ）、発達障がい者総合支援センター（ハナミズキ・アイリス）、総合福祉センター、
東部保健福祉局、保健所（徳島・吉野川・阿南・美波・美馬・三好）、西部総合県民
局（美馬庁舎・三好庁舎）、精神保健福祉センター、障がい福祉課、健康づくり課

お問い合わせ
徳島県保健福祉部障がい福祉課　　電話 621-2238 ファクシミリ 621-2241
徳島県保健福祉部健康寿命推進課　電話 621-2999 ファクシミリ 621-2841 
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里親とは

相談窓口
●中央こども女性相談センター 電話：622-2205
●南部こども女性相談センター 電話：0884-22-7130
●西部こども女性相談センター 電話：0883-53-3110

10月は里親月間です

里親になりませんか
子どもたちの健やかな成長のため

「里親」＝「養子縁組」だと思っていませんか

里親の種類 ４つの種類があります

里親委託まで 里子の受け入れまでは段階を踏むので安心！

里親LINEの友達追加はこちら→里親についての情報はこちら→

　子どもの成長には、家庭で暮らす時間や経験がとても大切です。
　ところが今、様々な事情で自分の家族と暮らせない子どもたちがいます。こうした子どもたちを家
庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解でその成長をサポートする人が「里親」です。
　「里親」は特別な人というイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありません。実際の里
親は、どこにでもいる家庭のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんです。あなたとの出
会いを待っている子どもたちがいます。まずは話を聞いてみませんか？どなたでもお気軽にお問い合
わせください。

養育里親
（すだちファミリー）

様々な事情により家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭で
養育する里親です。

専門里親 養育里親のうち、非行、虐待などの理由により専門的な援助を必要とする
子どもを養育する里親です。

親族里親 実親が死亡、行方不明などにより養育できない場合に、祖父母などの親族が
子どもを養育する里親です。

養子縁組里親 養子縁組によって、子どもの養親となることを希望する里親です。

相 談 登 録研修
家庭訪問 里親委託子どもとの

出会い

児童の委託を受けた里親には委託費が支給されます。また、医療費は県で負担します。
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佐那河内 史料散策  その25

　中辺の薬師庵前に忠魂碑が建てられています。この建設に関わる『佐那河内村忠魂碑建設概況報告書』
と題する冊子が役場に残されています（大正13年
（1924）４月15日に帝国在郷軍人会佐那河内村分
会が作成）。
　これには、「本村出身ニシテ国難ニ殉死セラレタ
ル幾多戦傷病死者ヲ千古不朽ニ表彰シ忠勇義烈ノ
英霊」を慰撫すること、さらには「益々忠君愛国
ノ念慮ヲ助長セシメ軍事思想ノ涵養」を図ること
を目的としていたことが記されています。
　また、忠魂碑の題字揮毫は帝国在郷軍人会長の
川村景明、工事設計は県立工業学校が行い、大
正13年４月15日に除幕式が挙行されました。

11月16日開催 さなごうち大川原高原ヒルクライム2025について

▪交通規制について
　ヒルクライムコース（赤線）では、交通規制
を午前11時30分から開始します。場所は、「中
央運動公園から大川原高原」高原広場までです。
　交通規制の解除は、スタート地点から順に解除
されます。スタート地点で午後１時頃、フィニッ
シュ地点では午後２時頃になる予定です。
　下りコース（緑線）では交通規制は行ってい
ません。10人から20人ぐらいのグループで下っ
てきますので、下りコースを移動される場合は
ご注意ください。下りコースの通過予定は午後
１時30分頃から午後３時30分頃までです。

▪応援場所について
　応援場所は大川原高原高原広場と観光農園管理棟への三又路付近の２か所を予定しています。
　応援される予定の人は、午前11時までに応援場所に到着してください。なお、交通規制が解除されるま
では、移動することができませんので、ご了承ください。

▪メイン会場について
　メイン会場は中央運動公園です。会場では村内の団体による出店やキッチンカーも来場します。会場ま
でのアクセスは一方通行（納涼夏祭りと同じ）になりますので、ご注意ください。メイン会場を訪れる予
定の人は午前11時30分までにメイン会場に到着してください。なお、交通規制が解除されるまでは、メ
イン会場から移動することができませんので、ご了承ください。

お問い合わせ：さなごうち大川原高原ヒルクライム実行委員会事務局（企画政策課内）電話：679-2973

さなごうち大川原高原ヒルクライム
2025（第２回大会）コース
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令和７年度 人権大学講座の紹介
　誰もが豊かに生きるためには、一人ひとりの人権意識を高め、人と人のつながりを大切にし、とも
に支え合いながら生きることが必要です。本村では、生活のあらゆる場面で人権問題に気づき、その
解決に向けて取り組める地域リーダーの養成を目指し、『人権大学講座』を開講しています。
　６月25日には人材支援コンサルタントの河内理恵さんを迎え、様々なハラスメントについて学び、
自分の言動を振り返ることの大切さに気づくことができました。７月16日にはジャーナリストの西田
昌矢さんを招き、部落問題についての理解と共感の輪を広げることの重要性を再認識しました。８月
26日には公益財団法人 人権教育啓発推進センター 特任講師の石川千明さんを迎え、「インターネット
と人権」をテーマに、正しい情報の見極めと責任ある行動の大切さを学びました。
　今年度の講座も残すところ、あと２回となりました。第５回・第６回の講座でも、引き続き素晴ら
しい講師をお迎えする予定です。この機会に、ぜひ人権について共に考えてみませんか。みなさまの
ご参加を心よりお待ちしています。

〈今後の開催予定〉
第
５
回

11月15日㈯ 午前中
（佐那河内小中学校）

フリーアナウンサー
清水　健 さん

「大切な人の『想い』とともに」

第
６
回

12月３日㈬19:00～20:30
（役場大会議室）

関西大学文学部教授
一般財団法人チェンジングメン共同代表

多賀　太 さん

男性の生きづらさから考える
男女の人権

お問い合わせ ● 教育委員会

読書の秋は村立図書館へ行こう！
図書館だより

10月号
過ごしやすい気候になり、夜が長くなる秋は、読書にぴったりの季節です。
村立図書館では、10月27日～ 11月28日までの約１か月間、読書イベントを開催します。
読書と共に楽しめる企画となっていますので、ぜひご参加ください。

読書週間★イベントのご案内

★新規カードを作成すると、特典あり！
　カードを作るなら、今がチャンスです。
★本を借りてゲットしよう！
　‌�　しおりや、保管期間が終了した雑誌、ミニ絵本などを

配布します。お好きなものをどうぞ♪
★あなたのおすすめ本を教えてください。
　‌�　本の貸出時にお渡しする『おすすめ本カード』に、お

すすめ本の紹介を書いて、係へお渡しください。すてき
なプレゼントを差し上げます！　

　‌�　『おすすめ本カード』は、図書コーナーに掲示しますの
で、本を借りるときの参考にしてみてください。
★‌�大人気！ノラネコぐんだんの大きなぬいぐるみが図書
コーナーでお出迎え☆

　ノラネコぐんだんのぬりえを配布します♪
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徳島新聞を未購読の人に
「広報佐那河内」を無料でお届けします

　村では、村内にお住まいの徳島新聞未購読世帯を対象に「広報佐那河内」を無料でご家庭にお届
けしています。
　お近くに徳島新聞未購読世帯がいらっしゃる場合には、周知していただけると幸いです。
　お届けを希望する人は、企画政策課までご連絡ください。

薬物乱用は 「ダメ。 ゼッタイ。」
持っているだけでもダメ。１回だけの使用でも乱用！
10月〜11月は麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動月間です。

【問題】　大麻について、正しい情報はどれ？

❶
海外では合法な国がある

から安全である

❷
覚醒剤と違い、いつでも

やめられる

❸
酒やタバコより安全

である

答え：全て誤り
違法薬物の使用に都合のいい情報（誤った情報）を信じない

❶→NO！ 合法性と安全性は別問題。大麻を安全と認めた国はありません。
❷→NO！ 大麻含有成分には依存性が確認されています。使用を繰り返すうちに依存状態に陥ります。
❸→NO！ ‌�そもそも全て依存性などのある有害な存在であり、単純に比較できません。大麻には、他

にはない深刻な健康被害報告（無動機症候群※など）があります。

※‌�無動機症候群とは毎日ゴロゴロして何もやる気のない状態や、人格変容、大麻精神病
などを引き起こし、社会生活に適応できなくなります。さらに、学力や運動能力の低下、
男女ともに生殖器官に異常が起こることもあります。

８月13日 ふるさとづくり納涼夏まつりでの薬物乱用防止キャンペーン８月13日 ふるさとづくり納涼夏まつりでの薬物乱用防止キャンペーン
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全国地域安全運動実施中
【期間】10月11日㈯～ 10月20日㈪
全国地域安全運動とは、地域の安全に関する機関・団体および警察が、地域安全運動を強化し、
安心して暮らせる地域社会の実現を図る運動です。

運動重点	 ◆特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害防止
	 ◆子どもと女性の犯罪被害防止

暴力追放徳島県大会
日時：10月29日㈬ 14：00〜16：00
場所：あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）
　　　　徳島市藍場町二丁目14

　パトカーなどで村内を巡回していますのでお気軽にお声をお掛
けください。また電話での連絡は、徳島中央警察署（電話088-
624-0110）経由で駐在所に転送されます。※緊急の場合は110番
通報をお願いします。［ 駐在所：渡辺　孝 ］

 

駐在所
だより

佐那河内村
地域の安全を守る会の活動

９月28日㈰
敬老会での特殊詐欺防止キャンペーン
西村義顯さん・藤本　忠さん・松下祐子さん

徳島駅伝に向けた練習がスタート！
　第72回徳島駅伝が、令和8年1月4日㈰・5日㈪の2日
間にわたり開催されます。
　名東郡チームでは大会出場に向けて練習を開始して
おり、8月には夏期合宿を実施するなど、着々と準備を
進めています。
　「徳島駅伝で走ってみたい」「ちょっと興味がある」
という人も大歓迎！見学や体験も可能ですので、ぜひ
お気軽に練習へお越しください。

場　所：佐那河内小中学校グラウンド
日　時：毎週月曜日 18：00～19：00
対象者：原則として中学生以上
お問い合わせ：徳島駅伝名東郡チーム事務局
　　　　　　　（教育委員会内）

第71回徳島駅伝（2日目 吉野川合同庁舎）

夏期合宿（8/27 ～ 28 高松市）
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11月

村民体育館 中央運動公園グラウンド

※印の種目は活動費が必要です。

● 参加される人でスポーツクラブ未加入の人は、事前に事務局で参
加申し込み・スポーツ保険加入の手続きをしてください。

● 日程は変更する場合があります。
● 状況により会場を変更する場合があります。

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 2923　 30

卓　　球
19：30～21：00
バトミントン
20：00～22：00※

サッカースクール
17：15～18：15

状況により中止になる
可能性があります。

スポーツ
クラブ
だより

さなごうち

◦板名夏季大会で３位！
　板野・名東郡小学生バレーボール夏季大会が
８月１１日に行われ、徳島県でベスト８に入る強
豪チームもいる中、佐那河内JVCが見事３位に
なりました！

　どこのチームも部員不足に悩んでいる中、嬉しいことに佐那河内
ＪＶＣでは部員も増え、
　体験に来てくれる子も増えています。ボールを諦めずにみんなで
繋いで、選手も見ている人にも楽しいと思ってもらえるようなチーム
を目指しています。
　また良い結果を報告できるように日々の練習から頑張ります。応援よろしくお願いします。

◦第59回阿南市陸上選手権
　9月3日に行われた、阿南市陸上選手権に佐那河内
陸上クラブから4人の子どもたちが参加しました！
　男子1,000mでは、山木耀聖くんが2位、男子ジャ
ベリックボール投では、柏木宏介くんが２位、女子
走幅跳びでは、亘穂華さんが３位、女子100mでは、
酒井葵梨さん２位という素晴らしい成績でした！
　暑い中でしたが、子どもたちは精一杯頑張りまし
た！

お問い合わせ ● さなごうちスポーツクラブ事務局　電話：679-2855

第59回 村民体育祭を開催します！

お問い合わせ ● 教育委員会

開催日 10月26日㈰ ９：00 開会
　　　　※雨天の場合は、11月9日㈰に延期となります。
場　所 佐那河内小中学校グラウンド 

ボランティア募集

　○前日　10月25日㈯  ８：00～11：00
　○当日　10月26日㈰  ７：30～17：00

　健康づくりの促進を目的として、秋の恒例行事「村民体育祭」を開催します。世代を超えた交
流を楽しめる競技を多数ご用意しております。ご家族・ご友人をお誘い合わせのうえ、ぜひご参
加ください！

体育祭の前日および当日に、テント設営などのお手
伝いをしていただけるボランティアを募集していま
す。地域のみなさまのご協力をお願いいたします！
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【お問い合わせ】
一般財団法人さなごうち事務局
電話 636-4030  FAX.636-4032
E-mail:zaidan-info@mb-sanagochi.foundation

▪恋活ビュッフェを開催しました
　8月31日㈰に、今回２回目となるマリッサとのコラボ！にな
る恋活ビュッフェを開催し、20歳～ 49歳までの男女16人（内、
村内男女１人ずつ）の参加がありました。東京から有名な有
川海渡シェフを迎えた素晴らしいビュッフェ料理と佐那河内
ジェラートを堪能していただきながら、幸せな気持ちで良い
出逢いがあったかと思います。
　そして今回は、２組のカップルが成立しました。人はいつど
こでどんな出逢いがあるかわかりません。今後も積極的に企
画をしていこうと思いますので、村内にお住いの独身のみな
さま、気軽な気持ちで構いませんので、ぜひ参加してみてく
ださい。

▪移住者が増えてきています！
　９月７日㈰に、嵯峨の中溝様と菊井
様の賃貸借契約が成立し、菊井様と同
級生２人の３人シェアで移住することに
なりました。
　今年度に入って、空き家を利用して移
住してくれた人、９月末の段階で、移住
した人、移住予定の人は全部で６組の
16人（うち子ども６人）です。佐那河内
村の交通の便の良さや自然豊かな場所
での子育
て環境な

ど、本村に魅力を感じて、県内外から多数のお問合せをいただいています。
　空き家提供にご協力いただいているみなさまには本当に感謝していま
す。ありがとうございました。
　今後もみなさまのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
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▲左から移住コーディネーターの柏⽊、市原理事

▲移住相談の様⼦

▲移住相談の様⼦

▲移住相談の様⼦

▲会場の様⼦

▪第21回ふるさと回帰フェアで村の魅力を PR!
　第21回ふるさと回帰フェア2025が９月20日、
21日と２日間開催され、佐那河内村も参加させて
いただきました。フェア２日間で3万300人の来場
者があり、たくさんの人が移住相談のブースに来ら
れました。佐那河内村を知らない人がほとんどで
したが２日間で19組のみなさまに佐那河内村の暮
らしや地域のコミュニティ、村の良さなどをアピー
ルできたと思います。
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老人クラブ特殊詐欺・消費者被害防止キャンペーン
　徳島県老人クラブ連合会女性委員会では、特殊詐欺や悪質な消費者被害から高齢者を守るため、老人ク
ラブのネットワークを活用した啓発活動を県内各地で展開しています。
　本村老人クラブ連合会女性委員の中瀬永子さんは、地域の集まりの場で啓発グッズを配布し、被害防止
を呼びかけました。

温かいご寄付をいただきました
　この度、京都市南区にお住まいの中村茂喜様より、レ
トルト食品や缶詰、口腔ケア用品など、日々の生活に役
立つ品々の寄付をいただきました。
　いただいた寄付については、必要とされているみなさ
まへお渡しさせていただきます。
　中村様のご厚意に、心より感謝申し上げます。

社協だより 第
301
号

８/24㈰   チームの力でつかんだ銅メダル
　東部防災館(おきのすインドア
パーク)にて、令和７年度徳島県
ノーマピック・ボッチャ交流大会
が開催されました。村からあじさ
い会のみなさんが出場し、準決勝
戦まで勝ち進み、
堂々の第３位に
入賞しました。あ
じさい会のみな
さん、おめでとう
ございます。 西村賢治さん　　　 梶本義則さん　　  　佐々木由子さん
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社協だより 第
301
号

９/16㈫   じゃがいも植えをしたよ
　大黒地区のふれあい農園にて村老人クラブ連合会
のみなさんと小学1年生が、じゃがいもの植え付け
作業を行いました。
　朝早くから老人会のみなさんが畑を耕し、マルチ
を張って準備した畝

うね

に、子どもたちが一つひとつ種
芋を植え付けていきました。優しく声をかける姿も
みられ、楽しみながら作業に取り組みました。
　子どもたちと一緒に、立派なじゃがいもを収穫で
きるのを楽しみにしています。
※‌�この事業は世代間交流と高齢者の健康づくりを目

的に行っています。

日常生活自立支援事業 このようなことでお困りではありませんか？

福祉サービスの書類や利用の
仕方がわからない
公共料金の支払いやお金の
出し入れをしてほしい
通帳や印鑑、大切な書類を
なくしてしまいそう

高齢者や障がい者のみなさんが、
安心して暮らせるお手伝い
⃝基本サービス	 ①福祉サービス利用援助
⃝選択サービス	 ②日常的金銭管理
	 ③書類など預かりサービス
⃝利用料	 １回1,500円（１時間程度）

【対象者】認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの人で、判断能力が十分でない人。
※同時に本事業の契約内容に関して判断しうる能力を有していること。

剪定講習会
　シルバー人材センターでは、会員および一般住民
の剪定技能アップと技能習得のため庭木の剪定講習
会を開催します。

日　時	 令和７年11月13日㈭・14日㈮
	 両日とも10：00 ～ 15：00
場　所	 農業総合振興センター前など
対象者	‌� シルバー人材センターおよび一般住民�  

（おおむね60歳以上の人）
定　員	 15人
受講料	 無料
剪定ばさみなどをお持ちの人はご持参ください。
※11月６日㈭までに電話にてお申し込みください。

お申し込み・お問い合わせ 
　　　　社会福祉協議会 電話 679-2304

乳児おむつ助成のお知らせ
おむつの購入に要した費用を負担します。

対 象 者
　村内に住所を有し村内で生活している乳児が１歳
になる月の末日までに使用するおむつを購入した保
護者など
対 象 外
　村民税など前年度までに滞納がある人
助成金額
　おむつの購入に要した費用とし、乳児１人につき
月額5,000円以下
申請方法
　対象となる人は申請書と領収書（レシート可）を
持参してください。
お問い合わせ ：社会福祉協議会
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読み合い朗読会 「伝えたい村の話」佐那河内村史から

次回の開催

古いけれど新しい感動の本です。ぜひ一緒に読みましょう。

第116回 11月10日㈪ 19：30～20：30第116回 11月10日㈪ 19：30～20：30
場所 佐那河内村多目的交流施設YOTTE-KAN場所 佐那河内村多目的交流施設YOTTE-KAN
お問い合わせ：鈴木（090-2156-7935）お問い合わせ：鈴木（090-2156-7935）

第115回

⃝‌�グランドゴルフの歴史。佐那河内村では、平成15年夏
から始まりました。県内とくに徳島市で盛んに行われて
いました。今の会長さんが元県職員の人に大いに勧めら
れ、退職後に立ち上げました。平成20年の頃には県下
3000人くらい会員がいたそうです。現在は半数くらい。
村での始まりは数名でしたが、発足2年目には村で市内
の人たちと大会をするくらいに発展していきました。今
の村の会員さんは総勢44名。年に1回か２回、村の中央
運動公園で大勢の人と大会をしています。他の大会にも
参加しています。運動に会話、ホールインワンに一喜一
憂して、賞品を貰い、年間の点数の成果が、とても楽し
いそうです。入会ご希望の人は社協にお申込みください。

⃝‌�練習場は、以前は棚田だったそうです。60枚くらい。
景観だったと思います。その一角がキウイに転換され、
その地を含めて平地になり、ゲートボール場の大会用に

使われました。その後、グランドゴルフ部が使用して、
学校のテニス部と共有しています。大きな大会には、中
央運動公園でしていますが、そこも以前は段々のミカン
畑だったそうです。村の開拓の残土を数年かけて埋め立
てて運動場になりました。　

⃝‌�私たちは移住して15年ですから、知らないことばかり。
当時を想像するだけですが、これらも残していきたい村
の歴史だと思います。

　
ツリーベルズ　鈴木　昇・惠子

佐那河内村地域包括支援センターだより 10
月号　地域包括支援センターでは、明るく健やかな生活が続けられるように介護予防教室を

開催しています。楽しく身体と頭を動かして交流を楽しみましょう。みなさまの参加を
お待ちしています。

日　時 教室名 会　場
10月20日㈪ 	13：30～15：30 い き い き 体 操 教 室 農振センター
10月28日㈫	 10：00～13：00 健 康 料 理 教 室 農振センター
11月 ７日㈮ 	13：30～15：00 音 楽 介 護 予 防 教 室 農振センター
11月14日㈮	 10：00～11：00 脳若トレーニング教室 農振センター 

※日程などに変更がある場合は村内放送でお知らせします。※日程などに変更がある場合は村内放送でお知らせします。

佐那河内村地域包括支援センター佐那河内村地域包括支援センター
■■ 場所：特別養護老人ホーム 健祥会ハイジ内  場所：特別養護老人ホーム 健祥会ハイジ内 ■■  電話：679-3383 電話：679-3383   ■■  担当：佐々木・加藤・大島担当：佐々木・加藤・大島
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月 日 行事名 場　所 時　間 持参物

10
月

17日㈮ 健康づくりチャレンジ教室
対象者：特定健診で血圧や血糖が少し高めな人

農振センター
1階 大会議室 19：30～21：00 運動しやすい服装・

飲み物など

20日㈪ いきいき体操教室
対象者：医師から運動制限を受けていない人

農振センター
１階 大会議室 13：30～15：30 運動しやすい服装・

飲み物など

21日㈫ 可燃ごみ、古紙などの収集 追上駐車場 11：00〜翌11：00

24日㈮ 健康づくりチャレンジ教室
対象者：特定健診で血圧や血糖が少し高めな人

農振センター
２階 大和室 19：30～21：00 運動しやすい服装・

飲み物など

28日㈫
可燃ごみ、古紙などの収集 追上駐車場 11：00〜翌11：00

健康料理教室
対象者：健康づくりに関心のある人

農振センター
1階 大会議室 10：00～13：00 材料費200円・お米1合・

エプロン・三角巾・マスク

31日㈮ 健康づくりチャレンジ教室
対象者：特定健診で血圧や血糖が少し高めな人

農振センター
1階 大会議室 19：30～21：00 運動しやすい服装・

飲み物など

11
月

４日㈫ 可燃ごみ、古紙などの収集 追上駐車場 11：00〜翌11：00

７日㈮

音楽介護予防教室
対象者：65歳以上の人

農振センター
１階 大会議室 13：30〜15：00 飲み物など

健康づくりチャレンジ教室
対象者：特定健診で血圧や血糖が少し高めな人

農振センター
1階 大会議室 19：30～21：00 運動しやすい服装・

飲み物など

10日㈪ 心配ごと相談･行政相談･
人権擁護相談・特別（法律）相談

役場
相談室３ ９：00〜12：00

11日㈫ 可燃ごみ、古紙などの収集 追上駐車場 11：00〜翌11：00

12日㈬ ふれあい昼食会 農振センター 11：00～14：00

14日㈮

脳若トレーニング教室
対象者：65歳以上の人

農振センター
1階 大会議室 10：00～11：00 飲み物など

健康づくりチャレンジ教室
対象者：特定健診で血圧や血糖が少し高めな人

農振センター
1階 大会議室 19：30～21：00 運動しやすい服装・

飲み物など

住民基本台帳登録数
令和７年９月末現在

［人　口］2,063人	（　２）

［ 男 ］1,008人	（　４）

［ 女 ］1,055人	（－２）

［世帯数］935	 （－１）

 ※（　）前月比

人のうごき（敬称略）

 個人情報に関する内容のため削除しています
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材料（４人分）
かぼちゃ……………… 120g
人参……………………… 40g
しめじ…………………… 40g
油揚げ…………… １枚（20g）
豚肉……………………… 80g
ねぎ……………………… １本
だし汁………………… 600㎖
みそ………………… 大さじ２

作り方
①‌�かぼちゃ、人参はいちょう切りにする。しめじ
は石づきを除き、ほぐす。油揚げは短冊切りに
する。
②豚肉は一口大に切る。
③‌�鍋にだし汁、かぼちゃと人参を入れ、　一煮立ち
したら、しめじと油揚げと豚肉を入れ、あくを
取る。
④みそを溶き入れ、ねぎを加えて火を止める。

ポイント
・‌�かぼちゃは食物繊維や抗酸化ビタミンが含まれ、栄養価
の高い食品です。その他にも好きな野菜を使うなど、入
れる具材を工夫することで不足しがちな「タンパク質」
「野菜」を一緒に摂ることができます。

発行／佐那河内村役場 〒771-4195 徳島県名東郡佐那河内村下字西ノハナ31番地　TEL.088-679-2111㈹ 　FAX.088-679-2125
http://www.vill.sanagochi.lg.jp　E-mail　kikaku@sanagochi.i-tokushima.jp　　 　　　　　印刷／太陽高速印刷有限会社

各課直通
電話番号

総 務 課 679-2113 産 業 環 境 課 679-2115 議 会 事 務 局 679-2152 健 康 福 祉 課 679-2971
企 画 政 策 課 679-2973 住 民 税 務 課 679-2114 保 育 所 679-2217 建 設 課 679-2970
教 育 委 員 会 679-2817 消防センター 679-2136 救 急 要 請 679-3999

No.No.175  175  かぼちゃの豚汁

エネルギー 101kcal タンパク質 　6.3ｇ
脂質 4.1ｇ 炭水化物 8.7ｇ
塩分 1.2ｇ

栄養成分


